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マイナンバーカードの交付等に係る休日交付日及び役場開庁時間延長についてマイナンバーカードの交付等に係る休日交付日及び役場開庁時間延長について
　平日の日中に役場へお越しいただくことが難しい方のために毎週水曜日に役場開庁時間の延長と休日交付（月1日）
を行います。なお、必ず事前に予約電話をしたうえでお越しください。毎週水曜日の予約の締切は毎週火曜日です。
※完全予約制　※予約電話受付日時　平日 8時30分〜17時15分
マイナンバーカードの交付や申請・カードをお持ちの方は電子証明書の更新なども承ります。
窓　　口　住民福祉係（受付）
日　　時　毎週水曜日　17時15分から19時30分まで開庁時間延長  ※予約の締切は毎週火曜日まで
休日交付 （10月実施日）10月22日㈯  ９時から12時
             （11月実施日）11月 ５日㈯  ９時から12時
受取方法　マイナンバーカードを申請した方には、1ヶ月程度で交付通知書ハガキを郵送します。
　　　　　必要書類をお持ちのうえ、ご本人が住民福祉係へお越しください。

【お問い合わせ先】  住民福祉係　情  49-3132

　9月8日㈭ 文化会館にて『テレビでは教えてくれない脂肪　9月8日㈭ 文化会館にて『テレビでは教えてくれない脂肪
肝・糖尿病』と題し、佐久市立国保浅間総合病院　内科部長肝・糖尿病』と題し、佐久市立国保浅間総合病院　内科部長
の西森栄太医師と同院外科部長の尾形哲医師にご講演いただの西森栄太医師と同院外科部長の尾形哲医師にご講演いただ
きました。2人の医師による掛け合いで、糖尿病や脂肪肝にきました。2人の医師による掛け合いで、糖尿病や脂肪肝に
ついてクイズなども交えながらもりだくさんの内容で楽しくついてクイズなども交えながらもりだくさんの内容で楽しく
学ぶことができました。30代から80代まで多くの方にご参学ぶことができました。30代から80代まで多くの方にご参
加いただき、「今から活かせる内容。とっても参考になった。加いただき、「今から活かせる内容。とっても参考になった。
楽しかった。家族にも伝えて健康づくりを実践したい。」など楽しかった。家族にも伝えて健康づくりを実践したい。」など
大好評でした。大好評でした。

健康づくり講演会健康づくり講演会
をを開催しました開催しました
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中世の女流画家・博物学者　マリーア・ズィビラ・メーリアン展開催中
　17世紀から18世紀の初め、植物や昆虫を緻密な観察眼と描写力で描き、昆虫学に多大な貢献をもたらしたと評され
るとともに、そのイラストは、優れた美術品としても絶賛されたマリーア・ズィビラ・メーリアンの作品と、当館が保
有する国内外のチョウの標本をコラボレーションさせた企画展を開催します。
会　期　９月４日㈰～ 11月27日㈰  10時～ 17時（11月は16時)  火曜日休館
入館料　300円 （中学生以下無料)

マリーア・ズィビラ・メ―リアン （Anna Maria Sibylla Merian  1647年～ 1717年 ドイツ生まれ）　
植物や昆虫などを詳細に描いたイラストで知られる昆虫画家であり、博物学者でもある。蝶や蛾の変態を緻密な観察眼と描写力で描いた彼女は、
芸術家としての名声に加え、昆虫学に多大な貢献をもたらした人物として高く評価されている。また、その業績をほぼ独力で成し遂げた点から、
自立した女性の代表例としてみなされることもある。母国のドイツでは、紙幣や切手の肖像画として採用され、ドイツ国内の学校や海洋調査
船の名に彼女の名が冠されている。1699年から2年間、当時オランダ領だった南米スリナム(現スリナム共和国)に渡り、1705年にはこれら
の研究記録を手彩色銅版画集「スリナム産昆虫変態図譜」として出版し、約300年経った現在でもその緻密かつ繊細で多彩な表現は、最高傑作
と称され、現在でも、世界の昆虫学、植物学、芸術に大きな影響を与え続けている。

【お問い合わせ先】   信州昆虫資料館  ☎ 37-3988
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34億5,298万7,416円

第
三
回
定
例
議
会
で
認
定

令
和
３
年
度
一
般
会
計
決
算
の
状
況

村税などの自主財源は
27.1％、国や県の補助金
など依存財源は 72.9％
となっています。

歳出

地方交付税
【標準的な行政サービスのために
 国から交付される税】
1,763,444,000円

依存財源
72.9％

自主財源
27.1％

51.1％

1.2％
5.8％

27.4％

24.7％
8.0％

4.7％
3.4％

13.3％

3.6％
7.8％

0.2％

12.6％

4.5％
4.7％

11.6％

0.3％
5.7％
4.1％ 5.4％

国庫支出金
【事業を行うための国からの補助金】
433,760,073円

議会費
【議会の運営】
37,665,582円

総務費
【行政全般、選挙、税務、戸籍、
情報通信、地方創生事業、
地方創生臨時交付金事業等】
893,987,582円

民生費
【老人福祉、障害者支援、
児童福祉】
806,931,915円

教育費
【学校教育、生涯学習、体育施設の維持】
255,288,386円

災害復旧費
【農林業施設、公共土木施設災害等復旧費用】
5,021,500円

公債費
【村債の償還金】
188,494,782円

衛生費
【保健予防、環境衛生、ゴミ処理、
上水道費、新型コロナウイルス
予防接種事業費】
261,353,767円

県支出金
【事業を行うための県からの補助金】
154,391,197円

地方譲与税・交付金
【地方消費税交付金や国から
 譲与される税金など】
160,577,000円

その他
【施設や村営住宅の使用料、
 事業の分担金、ふるさと応援寄附金等】
187,952,906円

村税
【村民税、固定資産税、軽自動車税など】
402,020,941円

農林水産業費
【農林業の振興や森林の保全】
153,271,372円

商工費
【商工業・観光振興、道の駅関連施設運営費、
移住定住促進事業費】
110,861,272円

土木費
【道路整備、村営住宅の管理、公共下水道費】
434,639,008円

消防費
【消防・防災対策】
118,237,077円

繰越金
【前年度からの繰越金】
198,461,299円

村債
【村の借入金】
141,600,000円

繰入金
【各基金から取り崩して
 一般会計に繰り入れたお金】
10,780,000円

村民税
42,775円

議会費
8,923円

消防費
28,012円

教育費
60,481円

災害復旧費
1,190円

公債費
44,656円

衛生費
61,917円

総務費
211,795円土木費

102,971円
商工費
26,264円

民生費
191,171円農林水産業費

36,312円

固定資産税
41,693円

軽自動車税
4,838円

村たばこ税
5,642円

入湯税
295円

村民１人当たりが
納めた村税

合計 95,243円
※村民1人当たりの金額

は、令和4年4月1日現在
の人口4,221人で算出
しました。（村民1人当た
りに使われたお金も同
様）

歳　　　入		年度内に入ってきたお金。
歳　　　出		年度内に使ったお金。
自 主 財 源 		村が独自に徴収することができるお金。村民税、固定資産税、使用料や手数料など。
依 存 財 源 		国や県などから入ってくるお金。国庫支出金、県支出金、地方交付税、地方譲与税、

自動車取得税交付金、村債など。
国県支出金		特定の事業の財源として、国や県から交付されるお金。
村　　　債		建設事業や災害復旧などを行うために、国や銀行などから借りるお金。

歳 入

用語の説明

特  

別  

会  

計

公 営 企 業 会 計 名 歳 入 歳　出 繰り越し 収　支 各会計の説明

簡易水道事業
収益的支出 185,732,327 182,606,507 3,125,820

村営水道の事業運営
資本的支出 48,818,850 95,543,819 △ 46,724,969

特 定 環 境 保 全 
公共下水道事業

収益的支出 226,305,320 225,747,038 558,282
村営下水道の事業運営

資本的支出 191,659,000 198,661,150 △ 7,002,150

（単位：円）

会　計　名 歳 入 歳　出 繰り越し 収　支 各会計の説明
国 民 健 康 保 険 597,632,455 562,483,498 35,148,957 自営業の方を中心とした健康保険事業
別 荘 事 業 16,887,190 15,473,350 1,413,840 青木の森別荘地の維持管理
介 護 保 険 553,152,070 547,144,495 6,007,575 介護サービス事業、給付金支給
後 期 高 齢 者 医 療 66,548,920 66,342,720 206,200 後期高齢者医療事業の運営
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32億6,575万2,243円 コロナ感染症対策にかかる地方創生臨
時交付金事業を含む総務費が 27.4％、
子育て世帯への臨時特別給付金事業を
含む民生費が 24.7％、河川改良工事費
を含む土木費が 13.3％となっています。

歳出

地方交付税
【標準的な行政サービスのために
 国から交付される税】
1,763,444,000円

依存財源
72.9％

自主財源
27.1％

51.1％

1.2％
5.8％

27.4％

24.7％
8.0％

4.7％
3.4％

13.3％

3.6％
7.8％

0.2％

12.6％

4.5％
4.7％

11.6％

0.3％
5.7％
4.1％ 5.4％

国庫支出金
【事業を行うための国からの補助金】
433,760,073円

議会費
【議会の運営】
37,665,582円

総務費
【行政全般、選挙、税務、戸籍、
情報通信、地方創生事業、
地方創生臨時交付金事業等】
893,987,582円

民生費
【老人福祉、障害者支援、
児童福祉】
806,931,915円

教育費
【学校教育、生涯学習、体育施設の維持】
255,288,386円

災害復旧費
【農林業施設、公共土木施設災害等復旧費用】
5,021,500円

公債費
【村債の償還金】
188,494,782円

衛生費
【保健予防、環境衛生、ゴミ処理、
上水道費、新型コロナウイルス
予防接種事業費】
261,353,767円

県支出金
【事業を行うための県からの補助金】
154,391,197円

地方譲与税・交付金
【地方消費税交付金や国から
 譲与される税金など】
160,577,000円

その他
【施設や村営住宅の使用料、
 事業の分担金、ふるさと応援寄附金等】
187,952,906円

村税
【村民税、固定資産税、軽自動車税など】
402,020,941円

農林水産業費
【農林業の振興や森林の保全】
153,271,372円

商工費
【商工業・観光振興、道の駅関連施設運営費、
移住定住促進事業費】
110,861,272円

土木費
【道路整備、村営住宅の管理、公共下水道費】
434,639,008円

消防費
【消防・防災対策】
118,237,077円

繰越金
【前年度からの繰越金】
198,461,299円

村債
【村の借入金】
141,600,000円

繰入金
【各基金から取り崩して
 一般会計に繰り入れたお金】
10,780,000円

指 標 の 名 称 青木村の数値 国が定める早期健全化基準 解　　説
実 質 赤 字 比 率 赤字がないので

該当なし
15.0 標準財政規模に対する一般会計等（村では「一般」、「別荘」会計の2会計）における実質赤字の割合

連結実質赤字比率 20.0 標準財政規模に対する地方公共団体すべての会計における実質赤字の割合
実質公債費比率 7.1 25.0 標準財政規模に対する一般会計等が負担する元利償還金、準元利償還金の割合の３ヵ年平均

将 来 負 担 比 率 将来負担すべき実質負債
額がないので該当なし 350.0 標準財政規模に対する一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の額の割合

公 営 企 業 会 計 名 青木村の数値 国が定める経営健全化基準 解　　説
簡 易 水 道 事 業 会 計 資金不足額がないので

該当なし 20.0 
各公営企業会計における事業規模に対する
資金の不足額の割合…公営企業会計にあっ
ては、青木村は左記の２会計があります。特定環境保全公共下水道事業会計

（単位：%）

（単位：%）

　当村においては、全比率において、国の早期健全化基準・財政再生基準を下回っています。
　地方公共団体の財政の健全化を目的とした「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により、市町村は毎年度健全化判断比率を監
査委員の審査に付して議会に報告し、公表することが義務付けられました。
　この法律では、財政の健全化をチェックするための４つの健全化判断比率が設けられ、公営企業会計ごとにも資金不足比率が指標とし
て設けられました。そのため、それぞれ一定の基準を超える場合には、厳しい対応が求められることになります。

※国への報告完了をもって確定値となります。

令和3年度決算に基づく青木村の健全化判断比率

令和3年度決算に基づく青木村の資金不足比率

青木村の財政の健全化を表す　健全化判断比率及び資金不足比率を公表します。

村民税
42,775円

議会費
8,923円

消防費
28,012円

教育費
60,481円

災害復旧費
1,190円

公債費
44,656円

衛生費
61,917円

総務費
211,795円土木費

102,971円
商工費
26,264円

民生費
191,171円農林水産業費

36,312円

固定資産税
41,693円

軽自動車税
4,838円

村たばこ税
5,642円

入湯税
295円

村民1人当たりに
使われたお金

合計 773,692円
※国や県からの補助金な

どを活用して、村民１
人 当 た り の 村 税 収 入

（95,243円 ）の お よ そ
8.1倍の行政サービス

（支出）を提供しました。

歳 出
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青木村役場  情  … 情報電話   ☎ 0268-49-0111（代表）  ※開庁時間外は代表番号におかけください。

　　　　

　　　　　　　　

　　　　
住

民

福

祉

課

日　時　10月17日㈪  13時30分～15時30分
場　所　保健センター
内　容　心の悩みに保健師が応じる「心の健康

相談」を開催します。
　　　　予約制（各回１人～２人）です。
申込締切　10月14日㈮

【お問い合わせ先】 保健衛生係  情  49-3132

　健診を申し込まれた方は、個人通知で日時・持ち物等を確認
の上、受診してください。
日  程　10月12日㈬・13日㈭　　場  所　青木村保健センター
◆特定健診　40歳～74歳の青木村国民健康保険にご加入の方
◆いきいき健診　75歳以上の方
◆39歳以下健診　19歳～39歳の方
※その他健康保険組合にご加入の方で申し込みをされた方は、

健診機関（鹿教湯病院）から郵送される個人通知をご覧くだ
さい。

【お問い合わせ先】  保健衛生係   情  49-3132

　申込みをされた方にはすでに個人通知をお送りし
ておりますので、日時・場所・持ち物等をご確認の上
受診してください。また、個人通知に同封されている

『肺がん検診票』に必要事項を記入し、当日お持ちく
ださい。
日　時　10月7日㈮
場　所　公民館等を検診車で巡回します
自己負担額　500円

【お問い合わせ先】  保健衛生係   情  49-3132

日　時　10月25日㈫  ９時～12時
　　　　離乳食相談・授乳相談は９時30分～12時
場　所　保健センター
対　象　０歳～未就園児、妊産婦
内　容　お子さんの身長と体重を測定後、各種相談を実施。
　　　　相談には、保健師・助産師・栄養士が応じます。
持ち物　母子手帳

【お問い合わせ先】 保健衛生係  情  49-3132

心の健康相談を開催します心の健康相談を開催します

特定健診・いきいき健診・39歳以下健診特定健診・いきいき健診・39歳以下健診肺がん・結核検診のお知らせ肺がん・結核検診のお知らせ

母子相談・離乳食相談のお知らせ母子相談・離乳食相談のお知らせ

　　　　　　　　

　検診を申込まれた方は個人通知で日時や詳細を確認の上、受診してください。
日　程　10月31日㈪、11月1日㈫・2日㈬　　　場　所　青木村保健センター
持ち物　個人通知・検診料金（胃検診500円、大腸検診無料）・胃がん検診受診に関する同意書
＊お願い＊
　個人通知に同封されている【胃がん・大腸がん検診票】と【胃がん検診受診に関する同意書】をご自宅で記載し、検診当
日にお持ちください。検診日の変更やキャンセルの連絡、お問合せ等ありましたら住民福祉課保健師までご連絡ください。

【お問い合わせ先】  保健衛生係   情  49-3132

胃検診・大腸検診のお知らせ胃検診・大腸検診のお知らせ

上田地域定住自立圏上田地域定住自立圏
住民向け発達講演会 住民向け発達講演会 （オンライン講演）（オンライン講演）

子どもが抱えている不安子どもが抱えている不安
～攻撃的、乱暴な子どもには訳がある～～攻撃的、乱暴な子どもには訳がある～

そのこらしさ そのこらしさ ～青木村支援ノート～～青木村支援ノート～

　子どもが人知れず抱えている不安に焦点をあて、表面的には
攻撃的だったり乱暴に見える子どもが「何に不安を感じている
のだろうか」という視点から対応法や解決法を紹介します。
講　師　信州大学  学術研究院教育学系
　　　　　　　　　　准教授  高橋  史(ふみと) 氏
日　時　10月15日㈯ 10時30分～ 12時（会場受付：10時～）
対　象　乳幼児・小学生の保護者等、子育てに関心のある方
申　込　QRコードを読み取って申請していただくか、事務局 

☎ 0268-24-7801へ申し込みをしてく
ださい。

【お問い合わせ先】  保健衛生係　情  49-3132

青木村では、すべてのお子さんの健やかな成長を願い、一人
ひとりの豊かな育ちを応援していきたいと考えています。そ
んな思いから、“そのこらしさ” ～青木村支援ノート～が誕
生しました。ノートの題名“そのこらしさ“は、みんなでその
こを見ていこう、将来ゆたかに生きていく力をみんなで見つ
けようという思いが込められています。早期から繋がりのあ
る支援ができるよう、生まれてから今までの成長の記録をひ
とつにまとめられる村独自の“綴り”となっています。保護者
の管理によって、そのこの発達の状況や支援の内容、受診の
状況などを保護者や関係機関が順次記録できるノートです。
　なんらかの支援が必要となった時に、その時の支援者など
に今までの様子を知ってもらえるよう、切れ目のない支援の
手助けにご活用ください。ご希
望がある方は、下記までお問い
合せください。　

【お問い合わせ先】
保健衛生係　 情  49-3132
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保険証などに関するお問い合わせが多い事例をご紹介します。

Ｑ.1 就職して社会保険に入ることになりました。今まで使っていた国民健康
保険証はどうしたらいいですか？

Ｑ.2 退職して国民健康保険に加入したいのですが、どのように手続きしたら
いいですか？

Ｑ.3 もうすぐ７５歳になります。保険証が新しくなると聞いたのですが？

Ｑ.4 入院して手術を受けることになりました。医療費が高額になると、返って
くることがあると聞いたのですが本当ですか？

住民福祉課  保健衛生係　 情  49-3132（直通）

Ａ.1　新・旧両方の保険証と印鑑をお持ち頂き、すみやかに役場で国民健康保険の喪失手続をする必要
があります。喪失後は国民健康保険の保険証は役場に返却してください。
　喪失手続をしないと、国民健康保険税が継続して課税されるなど支障が出てしまいます。誤って古い保
険証を使用した場合、後日、保険者負担分の請求などの支障が出てしまいます。

Ａ.2　いままで加入していた保険から「資格喪失（脱退）証明書」を取得して、資格異動日から14日以内に
役場で国民健康保険加入手続きをします。
　資格喪失（脱退）証明書、国保税の口座振替を希望する場合は口座番号のわかるもの、印鑑（口座振替希望
の場合は通帳印）をお持ちください。

Ａ.3　75歳のお誕生日から「後期高齢者医療制度」に加入することとなります。
　保険証は資格取得する前月の中旬に「長野県後期高齢者医療広域連合」より郵送されます。（役場の封筒で
はないのでご注意ください。）
　いままで使っていた国保の保険証は、役場に返却してください。
　世帯主の方が後期高齢者に移行される場合、同じ世帯に国民健康保険の保険者がいる場合は、国保税も引
き続き世帯主の方のお名前で課税されますが、保険税額に後期高齢者医療に移行された方の分は含まれてい
ませんので、ご確認ください。（国保は世帯主本人の加入状況に関わらず世帯主の方に課税されるためです。）

Ａ.4　ひと月ごとにかかった医療費が一定以上の額になると、医療費が減額になります。
　役場に申請して頂くと「限度額認定証」が発行され（所得状況等によって発行されない場合もあります。）、
医療機関で医療費を精算する際に、定められた限度額以上はお支払いの必要がなくなります。（この場合は
後日の還付・返金等はありません。）
　限度額認定証を使わずに精算した場合は、医療費の集計後（２か月程度後）に還付対象となる方に郵送で
申請書が届きますので、申請書に記入・押印し、医療費の領収書を必ず添えて役場に提出してください。
減額となる分の医療費が申請口座に還付されます。

　医療機関へのお支払いが高額となった場合でも、入院時のお部屋代・部屋着代・一部の食事代など医療保険の対象
外となる料金については高額医療費の計算に算入されません。ご不明な点は精算の際に医療機関にご確認ください。

☆ワンポイント！

こんなとき、どうしたらいいの？
医療保険編
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青木村役場  情  … 情報電話   ☎ 0268-49-0111（代表）  ※開庁時間外は代表番号におかけください。

インフルエンザ予防接種のお知らせ

65歳以上のインフルエンザ予防接種について
●対象者
　①65歳以上の青木村民
　②60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓又は呼吸器の

機能並びにヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機
能に障害があることで、１級の身体障害者手帳を
お持ちの方、若しくは診断書等により同程度の障
害があると認められる方

●接種期間

▲

10月１日～ 12月31日
●自己負担額

▲

500円
●実施方法
　指定医療機関で個別接種になります。接種を希望さ
れる方は、かかりつけ医または最寄りの医療機関に予
約をしてください。
●持ち物
　年齢及び住所が確認できるもの
　（保険証や運転免許証）

小児のインフルエンザ予防接種について
●対象者（接種日時点）
　生後６か月から中学３年生
●接種期間

▲

10月１日～ 12月31日
●助成上限金額

▲
１人3,000円

●実施方法
　接種期間内にインフルエンザ予防接種を受け、申請
期間内に役場へ必要書類を持参のうえ申請書を記入し
てください。
　※青木診療所で接種する場合は医療機関の窓口で助

成金額が差し引かれるため申請手続きは不要です。
●申請期間
　令和５年１月４日～１月31日（土日祝日を除く）
●必要書類
　医療機関発行の領収書原本、振込先の口座番号がわ
かるもの、印鑑

【お問い合わせ先】保健衛生係　 情  49-3132

　手洗い・マスクの着用・3つの密（密集・密接・密閉）を避ける等に加え、予防接種を受けてインフルエ
ンザ予防・重症化予防を行いましょう。

高齢者を対象とした肺炎球菌予防接種について

接種料金の一部を助成しています
　今までに23価肺炎球菌ワクチン（商品名：ニュー
モバックスNP）を接種したことがなく、次の①又は
②に該当する方が対象です。
①今年度65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、

100歳になる方。
②接種時の年齢が60歳以上65歳未満の方で、心臓・

腎臓・若しくは呼吸器の機能・又はヒト免疫不全ウ
イルスによる免疫の機能に障害がある事で、１級の
身体障害者手帳をお持ちの方、若しくは診断書等に

より同程度の障害があると認められる方で接種を希
望される方。

●自己負担額

▲

①と②に該当する方は2,000円です。
●助成期間

▲

令和５年３月31日まで

【お問い合わせ先】保健衛生係　 情  49-3132

　肺炎はせき、発熱、たんなど、かぜの症状と似ているため、『かぜをこじらせたもの』と考えられやすい
ですが、息苦しさや38度以上の高熱が長く続き、一般的なかぜよりも症状が重い病気です。感染予防・重
症化予防のための予防接種があります。

①に該当する方へ5月に通知をお送りしました。
②の該当者で接種を希望される方は下記までご連

絡ください。

10月16日㈰

10月13日㈭

11月  9日㈬

11月10日㈭

結婚相談

心配ごと相談

身体障がい者相談

司法書士法律相談

13時〜16時

13時〜16時

13時〜15時

13時〜15時
(要予約）

いずれも場所は老人福祉センター

　　　　
青木村燃やせるごみ排出量青木村燃やせるごみ排出量

令和4年8月分 令和3年8月分 前年対比
53,040 Kg 49,470 Kg 107.22%

8月分の燃やせるごみ排出量です。昨年の同じ月の排出量を約7%上
回ってしまいました	。生ごみは、充分乾燥させてから出すと重さを
大幅に減らすことができます。村では、生ごみ処理機等購入の際の補
助制度もありますので、ご活用ください。燃やせるごみの増加は焼却
に掛かる費用や今後予定されているクリーンセンター建設費用の青
木村分の増額に直結します。皆さんでごみの減量をすすめましょう！
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　最近もの忘れが気になる、運転免許証の更新が心配・・・等、
概ね１時間程度個別相談に対応します。
　予約制での対応となります。
❖日　時　　10月20日㈭　13時～16時
❖場　所　　青木村役場
❖申込み　　相談を希望される方は、10月17日㈪までに地

域包括支援センターへお申込みください。

もの忘れ相談もの忘れ相談  （※予約制）（※予約制）

    1. 訪問理美容サービス事業
対  象  者　①村内に住所があり、要介護認定で要介護３～５の高齢者等。
　　　　　②理髪店・理美容店へ出向くことが難しい方。
　　　　　③在宅で生活されている方。（施設入所中（短期を含む）、入院中の方は対象にはなりませんのでご了承ください。）
事業内容　上記①～③全てに該当する方のご自宅へ理美容師が訪問し散髪を行う際の出張費を村が負担します。
費　　用　出張費以外の散髪代等の料金は利用者負担となります。
申請受付期間　通年

    2. 寝たきり老人等紙おむつ補助金支給事業
対  象  者　①村内に住所があり、要介護認定で要介護１～５の高齢者等。（基準日：２月１日）
　　　　　②在宅で生活されている方。
　　　　　  （施設入所中（短期を含む）、入院中の方は対象にはなりませんのでご了承ください。）
事業内容　上記①②に該当し、紙おむつ・尿取りパッドを使用している方で、紙おむつ等の購入額（前年3月1日～当年

2月末日分）が合計１万円以上のものについて、支給限度額１万円～ 2万円を補助します。申請時には領収
書原本が必要になりますので、領収書の紛失にご注意ください。詳細は広報等で改めてお知らせします。

申請受付期間　令和５年２月中旬から下旬予定。

    3. 緊急通報装置設置事業
対  象  者　村内に住所があり、概ね65歳以上のひとり暮らし高齢者及び高齢者世帯。
事業内容　ＮＴＴ電話回線を利用した緊急通報装置の設置及び安否確認のサービス。
費　　用　緊急通報装置設置に係る月々の利用料は村が負担します。なお、新規設置や移設等の場合、利用者宅への標

準設置工事以外に別途工事が必要な場合は利用者負担となります。本事業を利用するにあたりNTT電話回線
が必要となり、電話回線利用料は利用者負担となります。

申請受付期間　通年
　 【お問い合わせ先】地域包括支援センター　 情  49-1110

高齢者等のための事業高齢者等のための事業
地域包括支援センターで実施している事業についてお知らせします地域包括支援センターで実施している事業についてお知らせします

♪
♪

♪
♪

村からのお知らせです　　〜各課からの連絡をお知らせいたします〜

＊新型コロナウイルス感染症の状況により、教室が中止になる
可能性がありますので、ご了承ください。

【お問い合わせ先】  地域包括支援センター  情  49-1110

　認知症の予防につながる楽脳フィットネス（脳と体の機能
を高める脳トレ）と、転倒予防のための筋トレ、ストレッチ等
を実施します。
❖日　時　　10月18日㈫
　　　　　　14時～15時30分（受付：13時30分～）
❖場　所　　文化会館　講堂
❖対　象　　60歳以上の方
❖持ち物　　問診票、水分補給用の飲み物
＊感染症対策のため、初めて参加される方は事前にご連絡を

お願いします。

【脳と体のストレッチ教室】【脳と体のストレッチ教室】

　地区公民館を会場に、体操や脳トレを行います。同日に２会
場で実施します。
❖日　時　　10月25日㈫
　　　　　　10時30分～11時30分（受付：10時10分～）
❖場　所　　アイリスの館、義民の郷ふれあいセンター
❖対　象　　村松区、青木区在住の65歳以上の方
❖持ち物　　水分補給用の飲み物・マスク
❖申込み　　10月24日㈪までに地域包括支援センターへお

申込みください。

【地区介護予防教室】【地区介護予防教室】
　椅子に座ってできる運動を中心に、転びにくい体づくりを
目指します。
❖日　時　　10月5日㈬、19日㈬ ※どちらか１日
　　　　　　13時30分～15時（受付：13時～）
❖場　所　　文化会館　講堂
❖対　象　　65歳以上の方
❖持ち物　　問診票、水分補給用の飲み物
＊感染症対策のため、初めて参加される方は事前にご連絡を

お願いします。

【筋力アップほきぼき教室】【筋力アップほきぼき教室】

9



青木村役場  情  … 情報電話   ☎ 0268-49-0111（代表）  ※開庁時間外は代表番号におかけください。

国民年金被保険者で新型コロナウイルスの感染症の国民年金被保険者で新型コロナウイルスの感染症の
影響により収入が減少している方へ影響により収入が減少している方へ

　令和3年1月以降に収入が減少した場合、引き続き令和4年度（令和4年7月から令和5年6月まで）も国民年金保険料の臨時特例免除
を希望される方は、再度申請が必要となりますので、忘れずに申請をお願いいたします。

　申請方法や申請書等は、日本年金機構のホームページ（https;//www.nenkin.go.jp）に掲載しております。

国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間がある方へ
国民年金保険料の追納をおすすめします！

　免除または納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した時に比べ、将来受け取れる年金額が少なくなります。
将来受け取る年金額を補うために、10年以内であれば後から保険料を納めることができます。

【お問い合わせ先】　小諸年金事務所　☎ 0267-22-1080  ・  住民福祉係　 情   49-3132

　成年後見制度で成年後見人や保佐人、補助人になっている方の交流会を開催します。情報交換や悩み事の相談をしてみませんか。
内　容　後見の事務と報告書の書き方、参加者同士の意見・

情報交換
日　時　令和4年11月18日㈮  午前10時から正午まで
会　場　上田市ふれあい福祉センター　2階大会議室
対象者　上田市、東御市、長和町、青木村で成年後見人、保佐人、

補助人をされている方

定　員　20人
申込方法　上小圏域成年後見支援センターへ電話にて
締め切り　令和4年11月11日㈮

【お問い合わせ先】
☎ 0268-27-2091（直通）　0268-27-2025（代表）

上小圏域成年後見支援センター  後見人交流会

あおき生活応援券の支給について
　村では、高騰する原油価格・物価の上昇を鑑みて、令和４年６月１日現在、村に住民票がある全ての村
民のみなさまに生活応援券を支給しています。また、令和４年度の住民税非課税世帯または住民税均等割
のみ課税世帯の方及び18歳未満（令和４年３月31日時点）の児童を養育するひとり親世帯の方には、上乗せで生活応援券を支給しま
す。この生活応援券は、下記の「申請が必要な方」以外の方は申請不要です。
◆申請が必要な方
　以下に該当する皆様については、役場に申請いただくことで上乗せして「あおき生活応援券」を支給いたします。
　① 住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯 「未申告」や「令和４年１月１日以降に転入された」など、村に課税情報がない方
　② ひとり親世帯　令和４年４月分の児童扶養手当受給者以外のひとり親世帯
　なお、あおき生活応援券の有効期限は令和５年１月31日㈫ までです。原油価格・物価上昇の厳しい状況が続いておりますが、地域
経済の活性化のため有効にご利用いただきますようお願い申し上げます。                  【お問い合わせ先】 住民福祉係　 情  49-3132

第４次青木村男女共同参画計画第４次青木村男女共同参画計画
　今回は、第４次青木村男女共同参画計画の基本目標に基づき、「女性
が活躍できる社会づくり」基本目標４の「男女の仕事と生活の調和」に
ついて掲載いたします。
　少子高齢化社会を迎え、男性にとっても介護が身近な問題となってお
り仕事と生活の調和の実現は喫緊の課題です。育児や介護を抱える世帯
では、より積極的な男性の家事等への参加が必要で、男女がともに職場
や地域、家庭においてその能力を発揮できる社会の実現が必要です。
　従来、男性を中心とする長時間労働が行われている環境下では、男性
は、家事・育児等に参加する時間が確保できず、家事・育児の多くは女
性が担っていました。その結果、育児中の母親は長時間働くことができず、
仕事を辞めざるをえなくなるという構造になっています。
　また、男性の長時間労働に加え、女性の家事・育児の負担があること
で、働いている世代は地域活動等に参加しづらくなっていました。男性
中心型労働慣行を見直し、個人に最適な仕事と生活の調和（以下、ワーク・
ライフ・バランス）を実現できる環境の整備が必要です。
　家庭内での女性の負担を軽くするには、男性が積極的に家事などに関
わる必要があり、長時間労働の見直しや育児、介護休業制度の活用など
により、ワーク・ライフ・バランスを図ることが重要です。社会生活にお
いての基盤は家庭にあり、家庭生活においては男女が責任を分かち合い

共に支え合うことが大切です。
　働く場において、育児休業制度など法制度を適切に実施していくこと
が女性の勤続年数の伸長、採用や職域の拡大、管理職への登用など女
性の能力発揮の機会の拡大を図ることとなり、女性の自立促進すること
にも結び付きます。
　こうした状況を踏まえ、育児や介護の支援施策の充実と女性の再就職
支援を促進するとともに、法制度の周知徹底を図り、ワーク・ライフ・
バランスは事業者にとっても生産性の向上や個々の能力発揮、健康増進
にもメリットがあることを啓発するなど、事業者側の理解と積極的な取
り組みを促すための働きがけを推進することが重要です。
　農業や商工業などの自営業に就労する女性についても、働きに応じた
報酬や適切な労働時間、休日の確保など、就労条件の整備を図る必要
があり、技術や知識の習得など、女性のスキルアップや能力開発を図る
ことにより、男女が対等なパートナーとして生きがいを持って働ける環境
整備の推進が重要です。
　また、働ける環境整備とともに地域での関わり、子どもの健やかな成
長のため、地域ぐるみの支援など地域課題の解決には男女がそれぞれの
経験を生かし協力することで、きめ細やかな配慮をすることが可能とな
ります。
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村からのお知らせです　　〜各課からの連絡をお知らせいたします〜

建
設
農
林
課

教
育
委
員
会

　　　　　　　　

　毎年松くい虫防除対策事業として被害木の伐倒くん
蒸（村の委託業者が私有林に入り、被害木を伐採して、
近くに集積し、薬剤によるくん蒸、シート被覆する作
業）を実施しています。作業の時期は秋駆除が10月か
ら翌年の２月です。
　松くい虫の被害を拡大させないための事業でありま
すので、森林所有者様はじめ村民の皆様のご理解とご
協力をお願いします。なお、お気づきの点がありました
ら、建設係までお問い合わせください。

【お問い合わせ先】 建設係  情  49-3131

松くい虫防除対策事業にご協力を松くい虫防除対策事業にご協力を

　　　　　　　　

　労働問題に関する知識と理解を深め、安定した
労使関係の形成促進と勤労者福祉の向上に資する
ため、労働フォーラムを開催します。どなたでも
参加できますので、ぜひご参加ください。受講料
は無料です。
日　　時　令和４年10月31日㈪ 
　　　　　13時30分～ 15時30分
会　　場　長野県上田合同庁舎６Ｆ　講堂
講　　師　大野法律事務所  弁護士　大野  薫 氏
演　　題　「働き方改革と労働契約」
申込期限　令和４年10月24日まで
申込方法　電話でお申し込みください。

【申込先・お問い合わせ先】
長野県東信労政事務所
☎ 25-7144　FAX 23-1642

　青木村では、原油価格・物価高騰の影響を受けている村内事業
者に経費の負担軽減を図るため、事業者向け原油価格・物価高騰
対策支援補助金を交付します。
申請期間　令和4年10月3日㈪から令和4年12月23日㈮まで
支給対象者　令和4年4月1日時点で村内に住民登録をされており

村内に事業所がある方、申請は1回限りとする。
　　　　　　※運輸業者は別に定める ※農業事業者は対象外
給  付  額　一律30,000円  ※運送業者は別に定める
添付書類　・様式第１号青木村燃料等価格高騰対策支援補助金交

付申請書・振込先口座と口座名義の分かる通帳の見開
きページの写し・所得税の確定申告書第１表の控え（写
し）又は住民税申告書（写し）・燃料購入費のわかる領
収書の写し等　※運送業者は別に定める

【お問い合わせ先】 
商工観光移住係　情  49-3131 ・ 青木村商工会　情  49-2146

東信地区労働フォーラム東信地区労働フォーラム青木村事業者向け青木村事業者向け
原油価格・物価高騰対策支援金について原油価格・物価高騰対策支援金について

商
工
観
光
移
住
課

若者定住促進住宅入居者募集
　入居を希望される方は、村所定の様式により、10月14日㈮ 15時までにお申し込み下さい。
　なお、希望者多数の場合は抽選となるほか、年齢･所得・納税の状況等の各種条件により、お申し込みを受け付け
ることが出来ない場合がありますので、予めご了承ください。
　入居要件の詳細、必要書類等につきましては下記までお問い合わせ下さい。

住宅種類 団地名 区　名 募集戸数 構　造 家賃 (1か月)
若者定住
促進住宅 舞　台 青　木 １戸 RC造2階建 45,000円

【お問い合わせ先】
商工観光移住係　情  49-3131

　　　　　　　　

　10月28日㈮～30日㈰の３日間、青木村総
合文化祭を開催いたします。
　今年もコロナ対策を講じて、また国の指針
に沿って規模を縮小して開催をいたします。
個人の作品など展示希望がありましたら、ぜ
ひ文化会館までお持ちください。
　文化祭の詳細は10月中旬の折りこみチラ
シでお知らせいたします。

【お問い合わせ先】
青木村公民館  ☎ ・ 情  49-2224

青木村総合文化祭開催青木村総合文化祭開催

　　　　　　　　

開催日　令和４年11月20日㈰  10時から15時まで　　 会　場　ふるさと公園あおき　特設会場
　「新しいカタチの交流」をテーマに３年ぶりに青木村産業祭を開催します。物販を主体にステージ発表や青木村オリジナ
ルブランドタチアカネ新そばまつりの新そばの振る舞いは、コロナウイルス感染症対策の観点から開催されません。
　規模縮小開催になります。
　出展を希望される方は、10月20日㈭までに青木村産業祭実行委員会へお問い合わせください。 ※コロナ感染状況によ
り、中止となる場合があります。

【お問い合わせ先】　青木村産業祭実行委員会  商工観光移住課内　情  49-3131　☎ 49-0111

「青木村産業祭2022」「青木村産業祭2022」がが開催されます開催されます
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青木村役場  情  … 情報電話   ☎ 0268-49-0111（代表）  ※開庁時間外は代表番号におかけください。

　総務省統計局（青木村）では、10月１日現在で就業構造基本調査を実施します。
　この調査は、日本の就業・不就業の実態を明らかにすることを目的として、統計法（国の統計に関する基本的な法律）
に基づき実施する、国の重要な統計調査です。調査結果は、雇用政策、経済政策など、国や地方公共団体における各
種行政施策の企画・立案のための基礎資料として活用されます。
　調査をお願いする一部地域の世帯には、９月下旬に調査員が伺い、調査書類をお配りしてあります。より便利に皆
様にご回答いただくため、パソコンやスマートフォンを使って、簡単にインターネットで回答することが可能となっ
ていますので、調査の趣旨をご理解いただき、ご回答をお願いします。

令和4年度   令和4年度   就業構造基本調査実施のお知らせ就業構造基本調査実施のお知らせ 総
務
企
画
課

　10月16日㈰に予定されておりました「秋季ニュース
ポーツ祭」は新型コロナウイルス感染拡大防止の為、中止
と致します。ご理解の程よろしくお願い致します。

【お問い合わせ先】
公民館・教育委員会　 情  ・ ☎ 49-2224

秋季ニュースポーツ祭中止秋季ニュースポーツ祭中止

日　時　令和4年11月25日㈮　13時30分から16時30分（最終受付16時）
場　所　上田商工会議所
相談料　無料
予　約　必要  ・長野県司法書士会ホームページの予約フォームから申込
　　　　　　　  https://select-type.com/rsv/?id=KrYDS80Wygw&c_id=215704&staff_flg=1&w_flg=1
　　　　　　  ・長野県司法書士会事務局へ電話で申込　☎ 026-232-7492
予約開始日　令和4年10月26日㈬
相談例　生前に土地を整理しておきたい。どのような方法をとったらよいか。生前贈与と相続では、税金はどう違うのか知り

たい。遺言書の保管制度について知りたい。子どもがいない場合、誰が相続人になるのか。遺言を作った方がよいの
か。子どもたちが家を相続したくないと言っている。相続人の中に認知症の人がいるが、遺産分割協議をする方法は？
父が認知症になり通帳の管理ができていない。

【お問い合わせ先】   長野県司法書士会事務局　☎ 026-232-7492
　　　　　　　　   関東信越税理士会長野県支部連合事務局　☎ 0263-48-5480

司法書士・税理士による司法書士・税理士による「「相続・贈与・成年後見ワンストップ無料相談会」相続・贈与・成年後見ワンストップ無料相談会」

　10月25日㈫～29日㈯は図書館でハロ
ウィンを楽しもう！
◆ハロウィンの本の展示
　魔女やおばけ、かぼちゃなど、ハロウィンにぴった
りな本を紹介します。本を借りて、家でハロウィンを
楽しみましょう。
◆あつまれ！ハロウィンモンスター
　モンスターやおばけの絵をかいて、図書館にかざっ
てみよう。
　期間中、図書館に遊びに来てくれたおともだちに、
すてきなハロウィングッズのプレゼントがあります。
ご家族みなさまのご来館をお待ちしております。

【お問い合わせ先】  青木村図書館   ☎ 49-0071

としょかんハロウィンとしょかんハロウィン

「～旅のゆくえⅡ～ 生島 潔   日本画展」 開催
　日展出品作品、故郷に戻ってりんご農家として歩みながらの作品の数々。一人の作家が歩んで来た軌跡を展観いたします。
皆様のご来館をお待ちしております。

期　間　９月22日㈭～ 10月10日㈪　　会　場　美術館企画展示室・ロビー
◆ ギャラリートーク
　日　時　10月１日㈯  午後２時～
　講　師　米津福祐先生（信州美術会会長、二紀会参与）

入館料　一般200円・高大学生150円・中学生まで無料

　　　  【お問い合わせ先】  郷土美術館   情  ・ ☎ 49-3838
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村からのお知らせです　　〜各課からの連絡をお知らせいたします〜

行政書士無料電話相談会
日　時　10月22日㈯  10時から15時30分
予約受付　10月17日㈪ から21日㈮  9時から11時
予約・問合せ番号　☎ 0268-25-8720（長野県行政書士会東信支部）
相談内容　遺言、相続、成年後見、農地転用、建設業許可、法人設立等各

種許可及び認可申請手続き、外国人残留など
＊事前に電話予約をお願いします。当日予約時間になりましたら担当行政

書士からお電話いたします。
【お問い合わせ先】
長野県行政書士会東信支部　広報担当　諸野脇（しょのわき）
☎ 0268-64-7739　mail : madre@syono-office.com

　所有者不明土地の解消に向けて、不動産に関するルールが、大きく変わります。
① 相続土地国庫帰属制度
　令和5年4月27日から、相続によって取得した不要な土地を国に引き取ってもらえる制度が
スタートします。 ※対象外となる場合があります。

② 相続登記の申請義務化
　令和6年4月1日から、不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが
義務化されます。

詳しくは、ホームページをご覧ください。
【お問い合わせ先】  長野地方法務局不動産登記部門　☎ 026-235-6645

不動産登記推進
イメージキャラクター

「トウキツネ」

土地を手放して国庫に帰属する制度の創設、相続登記の申請が土地を手放して国庫に帰属する制度の創設、相続登記の申請が義務化されます義務化されます

公共職業訓練公共職業訓練    「会計事務科」受講生を募集します!「会計事務科」受講生を募集します!
　現在求職中の方を対象に、日商簿記検定２級・３級の資格取得に対応した訓練カリキュラムをとおし、商業簿記・原価計
算の知識、企業会計、会計ソフト、給与計算などの各種実務処理の知識・技能を習得のうえ、事務系職種に向けた早期就職
を目指す３か月間の公共職業訓練です。
訓練期間　令和４年12月１日㈭～令和５年２月28日㈫（土・日・祝日および12月29日～１月３日を除く）
訓練施設　特定非営利活動法人  長野ＩＴ化推進センター 上田教室
訓練場所　上田市勤労者福祉センター内（上田市中央4-9-1）
費　　用　受講料無料（教科書代・各検定料等実費あり）
対象者・定員　求職者20名
申込先　11月７日㈪までに、最寄りのハローワーク職業訓練担当窓口へお申し込みください。
入校選考　11月17日㈭（時間・場所等、後日連絡）

【お問い合わせ先】  長野県工科短期大学校　☎ (0268)39-1111
ＨＰからも募集案内をご確認頂けます

　　　　　　　　

　長野県内の事業場で働く全ての労働者に適用される「長野県最低賃金」が、令和４年10月１日から時間額908円に改正され
ます。この機会に、ご確認ください。なお、対象となる賃金は、通常の労働時間・労働日に対応する賃金で、臨時に支払われる賃
金、精皆勤手当、通勤手当及び家族手当などは含まれません。また、中小企業・小規模事業者等に対する賃金の引き上げの環境整
備、雇用の維持を図るための支援策を実施しています。ご活用ください。

【お問い合わせ先】　
「最低賃金」については、長野労働局労働基準部賃金室（☎ 026-223-0555）または最寄りの労働基準監督署へ
【助成金に関するお問い合わせ先】 業務改善助成金  長野労働局雇用環境・均等室（☎026-223-0560）
キャリアアップ助成金長野労働局  職業対策課 （☎026-226-0866）

長 野 県 最 低 賃 金 の お 知 ら せ長 野 県 最 低 賃 金 の お 知 ら せ

　　　　　　　　

　10月17日㈪から23日㈰は、「行政相
談週間」です。総務省の行政相談は、公
正・中立の立場から、行政などへの苦情
や意見、要望を受け付け、その解決や実
現を促進するとともに、行政の制度や運
営の改善に生かす仕組みです。
ご相談は…行政相談委員または総務省
行政相談センター ☎ 0570-090110 
までお気軽にご相談ください。

困ったら困ったら
一人で悩まず行政相談一人で悩まず行政相談
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青木村役場  情  … 情報電話   ☎ 0268-49-0111（代表）  ※開庁時間外は代表番号におかけください。

青木村駐在所だより青木村駐在所だより 2022年10月号
青木村警察官駐在所  
☎ 0268-49-2030

1、入山場所と日程を家族等に伝えましょう。
　家族から捜索願が出されても、入山場所が特定できなければ、捜索が非常に困難となります。

2、携帯電話やヘッドライトを持って行きましょう。
　携帯電話は、万が一の際の重要な通信手段となります。必ず携帯して入山して下さい。ま
た携帯電話のGPS機能をONにしましょう。

3、急な斜面に入り込まないようにしましょう。
　きのこ採りに夢中になるあまり、急な斜面に入り込み、滑落して死傷するケースが
多発しています。不用意に危険な崖や斜面には入り込まないでください。

4、単独行動は避けましょう。
　複数で入山後、単独行動中に道に迷い、仲間とはぐれてしまうケースが後を絶ちません。
お互いに目や声の届く範囲で行動をしてください。

5、熊など野生動物に注意しましょう。
　野生動物からの危害防止のために、鈴やラジオなど音の出るものを携帯しましょう。

　鮮やかな紅葉に包まれる秋山は、多くの登山者を魅了し、毎年、紅葉シーズンを中心に県内外から多くの
登山者が信州の山々に訪れるほか、きのこ採りなど「山の幸」を求めて入山する人も数多く見られます。
　秋山は晴天に恵まれやすく、気候的にも登山に適していますが、日没時刻が早く、天候もひとたび崩れる
と真冬並みの寒さになるなど、秋山特有の遭難リスクがあります。
　令和３年の長野県内における秋山期間中（９月～ 11月）の遭難は96件発生しており、そのうち19人が滑落
や凍傷等により亡くなっています。
　きのこ採り遭難防止のために、次のことに注意して下さい。

　平成28年７月１日から「登山計画書」の提出が必要となりました。
◆提出方法　・ＷＥＢで提出   （①山と自然ネットワーク「コンパス」から　②県ＨＰの電子申請から）
　　　　　　・紙 で 提 出　（①郵送・持参　②登山口の「登山ポスト」へ投函　③ＦＡＸ）
　　　　　　　　　　　         （提出先は、長野県山岳高原観光課または長野県内の県地方事務所）
◆対  象  者　　長野県内の山岳を登山される方
◆どの山に登るときに必要？　長野県内の指定された登山道を通行するときに必要です。
　　　　　　　　　　　　　　詳しくは県ＨＰで確認して下さい。
　　　　　　（代表的な山岳：浅間山、槍ヶ岳、唐松岳、赤石岳、宝剣岳、木曽駒ヶ岳、御嶽山、戸隠山など）
◆いつ出すの？　山に登る前、出発前に計画書を提出しましょう。また家族にも知らせましょう。
◆どうやって作成するの？　県ＨＰや山と自然ネットワーク「コンパス」に作成例が掲載されています。

『登山計画書』を出して信州の山を登ろう！

きのこ採りをされる皆さんへきのこ採りをされる皆さんへ
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♪

村からのお知らせです　　〜各課からの連絡をお知らせいたします〜

　10月に入ると、早い年であれば秋の長雨は次第に明け、移動
性高気圧が通るようになると曇雨天から秋晴れの良い天気にな
る。遅い年は下旬に入ってから見られるようになり、季節も年に
よって違うが、今年の夏のように猛暑が多かった異常年は秋の
長雨明けはどうなるのでしょうか。
　太平洋高気圧の勢力が次第に弱くなるので、南からの湿った
空気の流れ込む量が少なくなり、逆に、大陸の乾燥した空気が流
れ込んでくる。このため、秋晴れの時は日射が夏に比べると弱
く、空が澄み乾燥している自然現象は人間にとってすがすがし
く心地よい季節感になる。また、農作物や果樹にとっては成熟す
るうえでも必要な秋晴れである。
　秋が深まるほど規模の大きな移動性高気圧が通るようにな
り、本格的な秋晴れが見られ長続きするこが多い。秋に見られる
雲一点もない「秋晴れ」は、 体感的な気候が他の季節とは違い、
また、乾燥した空気におおわれて空が一層澄みきっているなど

特徴がある。特に、空気のきれいな青木村は、遠くの山が近くに
見えるようになり、そして「紺ぺきに近い青空」の下で赤トンボ
が飛び交う風景を子々孫々に残したいものですね。
　露は秋の季語になっている。福岡で露を調べた結果によると
秋は露の降る量が他の季節に比べると最も多く、月別にみると
5月が最高で、次に10月で、季節別にみると秋がだんぜん多く春
に比べると1.2倍以上もある。
　秋に草木をぬらす露には二種類がある。その一つは、夜間にな
ると冷えて昼夜の気温の差が大きくなるため空気中の水蒸気が
凝結し、特に地面付近の水蒸気量は多いので露を多く結ぶ自然
現象となる。今一つの露は 植物の体液がにじみ出る生理的現象
による露である。即ち、夜間の気温はかなり下がるが、地温はそ
れほど下がらないので、草木の根元から押し上げられた水が植
物の体内から水の形で葉から排泄される露である。
　落ちかかる葉先の露の大きさよ　　星野立子

〈10月〉 くらしとお天気　秋晴れと露〈10月〉 くらしとお天気　秋晴れと露 文責：岩渕 登喜夫文責：岩渕 登喜夫

※おもな行事のみ掲載をしておりますので、詳しい内容・掲載
されていない行事については、生涯学習カレンダーをご覧い
ただくかもしくは、各担当へご連絡ください。

/12 水 特定・いきいき・39歳以下健診

13 木
10月おめでとうの会／心配ごと相談 
特定・いきいき・39歳以下健診 
胸部ＣＴ検診

15 土 粗大ゴミ回収
16 日 結婚相談

17 月
心の健康相談
納税口座再振替日（9月分）

18 火 脳と体のストレッチ教室

19 水 筋力アップほきぼき教室 
１歳６か月児健診

20 木 もの忘れ相談／赤ちゃんのためのおはなし会 
絵画教室

21 金 幼児のためのおはなし会

25 火 地区介護予防教室（村松・青木） 
母子相談・離乳食相談

26 水 乳児健診

28 金 青木村総合文化祭（〜30日） 
認知症サポーター養成講座（中学２年）

31 月
胃がん検診・大腸がん検診
納税口座振替日（10月分）

/1 火 胃がん検診・大腸がん検診

2 水 筋力アップほきぼき教室 
胃がん検診・大腸がん検診

5 土 土曜漢字／小学生のためのおはなし会
6 日 美術館コンサート
8 火 母子相談・離乳食相談
9 水 身体障がい者相談

10 木 司法書士法律相談／絵画教室 
乳房超音波健診

おもな行事予定

各行事について、新型コロナウイルス感染症への対応により、中止・
変更の可能性があります。開催状況は各担当へご連絡いただくか、村
ホームページをご確認ください。

高齢者活躍人材確保育成事業

シニア世代のライフプラン講座
「あなたのこれからを応援します」

日　時　11月18日㈮  13：30 ～ 16：00 
会　場　上田東急REIホテル 2F千曲の間
内　容　仕事のこと、お金のこと
　　　　　 …シニア世代の気になる問題を解決する講座
講　師　貯蓄アドバイザー　岡  光宏 氏
　　　　ハローワーク上田
　　　　　　上田地域シルバー人材センター
対　象　60歳以上で、シルバー人材センターに入会を希

望する方。（シルバー会員でも可です）
参加費　無料
募集人数　20名（定員になり次第締め切らせていただきます）
持ち物　受講確認書、筆記用具
申込期間　10月3日から11月9日まで

【お申し込み先】
　　（公社）上田地域シルバー人材センター上田
　　　　　　　　　　　　　　☎ 0268-23-6002
　　ハローワーク上田　　　　☎ 0268-23-8609

※受講希望の方は上記の申込先に「受講申込書」に必要事
項をご記入のうえ、お申し込みください。
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日

8/
21

　第25回日本太鼓ジュニアコンクール長野県大会
に、義民太鼓保存会こまゆみ会が出場し準優勝に輝
きました。小学５年生から高校３年生までの10人
で参加し曲目「義民」を演じました。
　義民の精神・義民魂を伝える事が出来たのではな
いかと思います。これからも応援よろしくお願いし
ます。

日本太鼓ジュニアコンクール日本太鼓ジュニアコンクール
長野県大会 準優勝長野県大会 準優勝日

8/
28

金

9/
2

月

9/
12

　令和4年8月28日㈰に令和4年度 青木村総合防
災訓練を実施しました。新型コロナウイルスオミク
ロン株BA.5等に起因する第7波による感染警戒レ
ベル6と、長野県全域への「医療特別警報」の発出等
を鑑みて、人と人との接触機会を低減すべく、各種
通信訓練を実施することといたしました。当郷地区
及び沓掛地区では、各地区において作成した「地区
防災マップ」を活用した避難訓練を実施して頂きま
した。あわせて、緊急速報メール(エリアメール)の
送信テストをおこない、青木村周辺の皆様に緊急時
の情報配信を体験いただき、有意義な訓練となりま
した。

　内藤賢二代表監査委員と宮下壽章監査委員から
令和３年度一般会計、特別会計及び公営企業会計の
歳入歳出決算及び基金の運用状況について、監査報
告と意見書の提出がありました。
　監査は、毎月の例月監査と8月18日からの決算審
査により、関係帳簿及び証拠類と照合した結果、誤
りがないこと、歳入歳出の両面にわたり財源確保に
取り組み、各会計いずれも黒字決算であり、健全な
財政運営が行われていること、限りある財源の有効
利用と経費の節減に努めている点を評価していた
だきました。

　東急グループ各社幹部の勉強会である三水会（東
急総合研究所主催）にて、東急グループ創立100周
年を記念して、北村村長が「日本一住み続けたい村
へ～五島慶太翁のふるさと青木村～」と題して講演
を行いました。
　講演会に先立ち、東急ホテルズ福田総料理長監修
により全て青木村産の食材を使った昼食が企画さ
れ、タチアカネ蕎麦のペペロンチーノなどが提供さ
れました。会場には、東急グループ代表の東急㈱野
本弘文会長をはじめ約90名が参加され、青木村の
村づくりについて熱心に聴講いただきました。「北
村村長のまさに熱と誠、勇気を感じた」「青木村への
理解が深まり、是非行きたくなった」などの多くの
コメントが寄せられ、ご好評をいただきました。今
後も東急グループとの連携を深めてまいります。

令和４年度 青木村総合令和４年度 青木村総合
防災訓練を実施しました防災訓練を実施しました

令和３年度会計決算審査報令和３年度会計決算審査報
告・意見書が提出されました告・意見書が提出されました

北村村長 東急グループ北村村長 東急グループ
三水会で講演三水会で講演

ふるさと情報　フォトｄｅあおきふるさと情報　フォトｄｅあおき
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水～金

9/
14～16

月・祝

9/
19

　９月14日～ 16日までの間、佐久大学人間福祉学
部の生徒７名が、２泊３日の日程で実習に訪れまし
た。実習は「住民グループの活動とくらしの豊かさ」
と題し、りんご農家の農作業や道の駅での農産加工
品の生産、義民太鼓の体験を通じて、住民との交流
を図り学んで頂きました。最終日には実習の成果を
報告し、短いスケジュールでしたが充実した日程を
送られた様子でした

　高齢者クラブ連合会では、敬老の日に「ご長寿を
お祝いすると共に高齢者同士が相互に支え合うこ
と」を目的とし、お祝いの声掛けなどを通じ、ふれあ
いの時間を持つ「友愛訪問」を行っています。今年は
88歳以上の方149名のご自宅を地区役員が訪問さ
せていただきました。
　新型コロナウイルス感染症予防のため、会員が集
うことが難しい状況の中でも、繋がりを大切に、元
気で過ごせるよう、友愛の品を贈りました。
　「友愛の品」として紅白まんじゅう、バックイン
バッグ、下形文幸さんの一枚一枚直筆の絵手紙など
をお届けしました。

佐久大学佐久大学
学生体験実習学生体験実習

青木村高齢者クラブ青木村高齢者クラブ
連合会 友愛訪問連合会 友愛訪問

日

9/
18

　当郷区にある農業用ため池の「塩之入池」におい
て、池の生態系の維持と回復を図ることを目的に、池
のブルーギルなどの外来魚を駆除する大掛かりな
作業が、12年ぶりに行われました。
　この作業には、ため池管理者である上田市川西地
区土地改良区と当郷区の皆さんほか、地球クラブの
皆さんなど総勢約100名が参加し、池の水を全部抜
いた後に、外来魚を全て駆除しました。
　12年ぶりの貴重な機会に参加した親子からは、

「大きな魚がいて驚いた。」など声が上がりました。

塩之入池 外来魚駆除塩之入池 外来魚駆除

青木村の秋の味覚
蕎麦の花の季節も終わり青木村はマツタケの季節になりまし
た。道の駅では連日マツタケを求めるお客さんで賑わっており
ます。味処こまゆみでも秋のメニューのマツタケご飯や天ぷら・
お吸い物のセットメニューの提供が始まり、提供開始日から多
くのお客さんがマツタケを求めて訪れています。マツタケのほ
かにも、山で取れた雑きのこがたっぷり入った「きのこそば」や
「きのこうどん」はこの季節だけの他ではなかなか味わえないも
のです。自分は昨年より道の駅の味処こまゆみで蕎麦打ちの修
行をさせていただき、今年の4月より週2日そば打ちを受け持た
せていただいています。店の評判を落とさないよう日々腕を磨
いております。マツタケが終わる頃には新蕎麦の季節になりま
すね。皆様もぜひ青木村の秋の味覚をご堪能ください。

Vol.45地域おこし協力隊通信

ふるさと情報　フォトｄｅあおきふるさと情報　フォトｄｅあおき
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　当郷・村松・入田沢・中村・下奈良本・夫神区では、（一財）自治総合センターの「宝くじの社会貢献広報事業」と
して、宝くじの受託事業収入を財源とした「コミュニティ助成事業」により発電機・投光器・エアコン・ＬＥＤ照
明・冷蔵庫・イベントテント・会議用テーブル・イス・仮設トイレ・スポットクーラーを整備しました。
　本事業により、コミュニティ活動の充実が図られ地域コミュニティの発展、地域福祉の向上が期待されます。

（一財）自治総合センターの宝くじ助成金によりコミュニティ活動（一財）自治総合センターの宝くじ助成金によりコミュニティ活動
備品を整備しました備品を整備しました

○○

→→
　多くの村民の皆さんからたくさんの食品をご提供いただ
き、８月に今年度２回目のフードバンクを実施することが
できました。本当にありがとうございました。
　民生児童委員の皆さんのご協力のもとに、42世帯120名
の皆さんにお届けすることができました。新型コロナウイ
ルス感染は、先の見えない状況にあります。フードバンクの
利用を希望される方は、社会福祉協議会か地元の民生児童
委員まで遠慮なくご連絡ください。食品の受け入れ先は、社
協（老人センター）郵便局・セブンイレブン・道の駅・役場・上
田信用金庫川西支店・ファミリーマートです。村民の皆さん
には、引き続きご協力をお願いいたします。

　この度、ファミリーマート信州青木村店様
に青木村社協フードバンク事業へのご協力を
いただけることになりました。ありがとうご
ざいます。
　店舗に設置され
たフードボックス
では来店客の皆様
からの寄贈品をお
預かりいたします。
食品ロス削減と生
活困窮者支援とい
う2つの効果が期待
できるこの事業は、
令和２年８月の村
での開始以来、徐々
に定着し拡大して
まいりました。
　皆様のご協力に
感謝いたします。

青木村社会福祉協議会 青木村社会福祉協議会 フードバンクへの食品提供の御礼フードバンクへの食品提供の御礼

ふるさと情報　フォトｄｅあおきふるさと情報　フォトｄｅあおき
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『
姉
妹
都
市
・
長
泉
町
を
ご
紹
介
』

長泉町から長泉町から 姉　妹　都　市姉　妹　都　市

　　長泉町役場・行政課
　　　☎055-989-5500
問

喜憂の欄については、HP上での掲載はしていません。

1

1
JR東海道新幹線

JR東海道本線
東名高速道路

浜松 IC
浜松

至 名古屋

静岡
清水

静岡 IC

富士 IC
沼津 IC

長泉沼津 IC

御殿場 IC
御殿場 JCT

至 東京

熱海

伊東

沼津三島
富士

修善寺

下田

駿河湾
静 岡 県

裾野 IC
長泉町

　

8
月
21
日
㈰
、長
泉
町
と
商
工
会
は
、学
生
の
視
点
で“
長
泉
ブ

ラ
ン
ド
認
定
品
”の
魅
力
を
発
信
す
る
P
R
動
画
作
成
の
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

当
日
は
、町
の
新
幹
線
通
学
支
援
補
助
金
事
業
を
利
用
す
る
大
学

生
や
専
門
学
生
31
人
が
参
加
し
て
、講
師
か
ら
動
画
作
成
の
基
礎
を

学
び
、４
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
、ブ
ラ
ン
ド
認
定
品
の
紹
介
動
画
を

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
を
利
用
し
て
作
成
し
ま
し
た
。

　

参
加
し
た
学
生
か
ら
は「
同
世
代
の
心
に
届
く
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ

で
動
画
を
作
成
し
た
」「
タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
同
世
代
に
絞
り
30
秒
の
動
画

に
想
い
を
込
め
た
」な
ど
の
意
見
が
聞
か
れ
、発
表
を
見
た
事
業
者
か

ら
は「
ぜ
ひ
、お
店
の
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム

で
流
し
た
い
」「
若
い
方
の
感
性
に
感
動

し
た
。自
分
も
頑
張
っ
て
動
画
を
作
成
し

た
い
」な
ど
の
声
が
聞
か
れ
ま
し
た
。

長
泉
町
の
ブ
ラ
ン
ド
認
定
品
の
魅
力
を
動
画
で
紹
介

長
泉
町
の
ブ
ラ
ン
ド
認
定
品
の
魅
力
を
動
画
で
紹
介

（
敬
称
略
）

地産地消プロジェクト

レシピ.64レシピ.64
おらが村の味おらが村の味

かぼちゃマーボかぼちゃマーボ

作
り
方

① 

豆
腐
を
茹
で
て
、水
切
り
し
、

サ
イ
コ
ロ
状
に
切
る
。

② 

か
ぼ
ち
ゃ
も
サ
イ
コ
ロ
状
に

切
り
、茹
で
る
。

③ 

フ
ラ
イ
パ
ン
に
油
を
ひ
い

て
、ひ
き
肉
を
炒
め
、色
が

変
わ
っ
た
ら
、切
っ
た
か
ぼ

ち
ゃ
を
入
れ
る
。

④ 

味
付
け
に
Ⓐ
を
入
れ
混
ぜ
て

か
ら
、豆
腐
を
加
え
、さ
っ
と

混
ぜ
る
。

⑤ 

紅
し
ょ
う
が
を
か
け
た
ら
、出

来
上
が
り
。

か
ぼ
ち
ゃ
…
…
…
…
1
／

4
個

豆
腐
…
…
…
…
…
…
…
…
１
丁

豚
ひ
き
肉

…
…
１
０
０
～
１
５
０
ｇ

調
味
料

　
み
そ
…
…
…
…
…
大
さ
じ
１

　

し
ょ
う
ゆ
…
…
…
…
…
少
々

　
み
り
ん
…
…
…
…
小
さ
じ
１

　

豆
板
醤
…
…
…
…
小
さ
じ
１

　

水
…
…
…
…
…
…
大
さ
じ
２

油
…
…
…
…
…
…
…
大
さ
じ
１

紅
し
ょ
う
が
…
…
…
…
…
適
量

材
料（
２
人
分
）

協
力
：
御
食
事
処 

恵

https://blog.goo.ne.jp/syokujidokoro-m
egum

i

ⒶⒶ

ふるさと情報　フォトｄｅあおきふるさと情報　フォトｄｅあおき
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再生紙を使用
しています

村では、災害などの緊急時での速やかな一斉情報配信、情報伝達手段として
緊急防災メールシステムがあります。緊急時の村からの情報を入手いただ
くため、是非ご登録ください。 http://admj.biz/subscriber/?storeId=193

防災メール登録のお願い

広
報

あ
お

き
N

o.523
令

和
４

年
10月

１
日

発
行

発
行

所
/青

木
村

役
場

　
 編

集
/広

報
編

集
委

員
会

  長
野

県
小

県
郡

青
木

村
大

字
田

沢
111番

地
HP  http://w

w
w

.vill.aoki.nagano.jp/　
m

ail  w
ebm

aster@
vill.aoki.nagano.jp

印
　

刷
/中

沢
印

刷
㈱

 人
口

/4,189人（
−

６
）

 世
帯

/1,723戸（
±

０
）

令
和

４
年

８
月

31日
現

在

 

（
文
、 

永
川
　

）

古
文
書

古
文
書
に
見
る

に
見
る
災
害
災
害
とと
事
件
事
件
史史

   

（
一
）  

災
害
編 

─ 

㋑
天
明
三
年
の
浅
間
山
大
爆
発 

（
そ
の
六
）

青木中学校２学年

がんばれがんばれ
  あおきっ子  あおきっ子

新型コロナウイルス感染症の影響もある中、今年度２学年では７月21日㈭・22日㈮に事業所の方々、保護者の皆様のご協
力のおかげで無事に職場体験学習を実施することができました。職場体験学習に向けて昨年度の３学期から「働く」という
ことをテーマに職業調べや職場見学を行ったり、事前学習としてジョブカフェ信州出前講座で白石先生に講演をしていた
だいたりと様々な学習を行ってきました。職業について調べたり、お話しを聞いたりすることで学ぶことはたくさんあり
ますが、実際に職場で働くという体験をするとより一層「働く」ということの理解を深めることができました。また、これま

での学習の様子を文化祭でも発表をしま
した。
職場体験学習で、初めてお会いする方々と
接する中で、「働く」ことに真剣に向きあう
体験をし、職場の方々の姿や思いに触れる
中でこれまでの自分を振り返り、将来に向
けた自分の生き方や進路を考えていくよ
い学習となりました。ご協力いただいた事
業所の皆様、ありがとうございました。

職場体験をしてみて職場体験をしてみて
● 今回の職場体験学習の中でお客さんに「ありがとう」や「頑張ってね」と言っても

らえることがあり、お客さんにとっては何気ないひと言かもしれなかったけれど、
自分にとってはとても嬉しい言葉だった。自分もそういう何気ないひと言で喜んで
もらえるようになりたいと思った。

● 自分が当たり前のように利用している道の駅や、公園にもいろいろ大変なことや工
夫があったのを知ってとてもびっくりしました。将来や進路の参考になったのでと
てもよかったです。

「働「働くく」と」とはは？  職？  職場場見見学学・・
職職場場体体験験学学習習かからら考考ええままししたた！！

　
前
号
か
ら
続
く

　
―
―
彼
岸
頃
か
ら
刈
取
り
毎
年
の
飯

米
に
す
る
と
こ
ろ
、検
見
の
最
中
の
た
め

収
穫
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。

　
こ
の
た
め
、わ
れ
ら
農
民
は
日
々
の
食

事
に
も
困
窮
し
、売
買
も
無
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
。上
州（
群
馬
県
）方
面
へ
も
八
月
か

ら
米
の
出
不
足
に
て
こ
れ
ま
た
難
儀
し
、

日
陰
通
り
な
ど
は
更
に
行
詰
り
、挽ひ

き

割わ
り

粉こ

（
麦
）百
文
に
て
三
升
ほ
ど
の
事
と
い
う
。

　
去
年
は
尾
張（
愛
知
県
西
半
）か
ら
上
方

筋（
西
日
本
）は
凶
作
に
て
、伊
勢
神
宮
参

詣
の
人
は
無
か
っ
た
と
い
う
。

　
し
か
し
、本
年
は
伊
勢
や
近
江
、関
西

方
面
は
上
作
の
豊
年
の
こ
と
に
て
、多
く

の
知
人
か
ら
の
手
紙
に
て
知
り
得
た
。誠

に
天
の
喜
び
な
り
。

　
こ
れ
よ
り
世
間
の
人
々
が
心
気
を
改

め
て
奢お

ご

り
を
慎
み
、貴
賤
上
下
の
身
の
ほ

ど
を
弁

わ
き
ま

え
、心
を
清
く
正
直
に
家
業
耕

作
に
励
む
べ
き
こ
と
な
り
。

　
九
月
二
十
九
日
上
州
騒
動
発お

こ

流る

こ
こ
よ
り
群
馬
県
側
の
富ふ

家か

に
対

す
る
焼
き
払
い
、打
潰
し
な
ど
は
省

略
し
、長
野
県
側
の
騒
動
を
記
す

　
　
従こ

れ

是よ
り

信
州
騒
動
打
潰
ス
村
々

　
　
　
遠
藤
兵
右
ェ
門
様
御
支
配
所

　
　
　
　
佐
久
郡
沓
掛
宿

　
　
　
　
蔦
屋
元
右
衛
門

　
　
　
　
　
打
潰
ス

　
　
　
内
藤
志
摩
之
守
様
御
陣
屋
元

　
　
　
　
仲
仙
道
岩
村
田
宿

　
　
　
　
布
袋
屋
　
　
外
に
六
軒

　
　
　
　
法
花
堂
　
右
九
軒
打
潰
シ

　
　
　
　
藤
兵
衛
　
―
―
次
号
へ
続
く

※
訂
正 : 

九
月
号
写
真
説
明
中
の
一
三
九
年

を
訂
し
、二
三
九
年
が
正
で
す
。

注注

わ
が
国
に
お
け
る
飢
饉
の
歴
史

古
代
か
ら
中
世
、近
世
、お
よ
び
近
代
に
到
る

大
飢
饉
の
大
要
は
次
の
よ
う
に
挙
げ
ら
れ
る
。

飛
鳥
時
代
―
欽
明
天
皇
二
十
八
年（
五
六
七
年
）大
洪
水
で
作
物
不

実
。人
相
喰
む
惨
状
な
り
。『
日
本
書
紀
』

―
推
古
天
皇
三
十
四
年（
六
二
六
年
）三
～
七
月
に
か
け

霖
雨
あ
り
。天
下
大
い
に
飢
ゆ
。

平
安
時
代
―
養
和
一（
一
一
八
一
年
）前
年
夏
の
大
旱
魃
に
よ
り
そ

の
惨
状
は
鴨
長
明『
方
丈
記
』に
あ
り
、西
日
本
の
稲

作
が
皆
無
。京
都
で
四
万
人
以
上
の
餓
死
者
あ
り
。社

会
の
激
変
と
天
災・人
災
の
重
層

室
町
時
代
―
応
永
二
十
七・八
年（
一
四
二
〇
～
二
一
）大
旱
魃
と
戦

乱
に
よ
る
飢
饉
。

寛
政
一
～
二
年（
一
四
六
〇
～
六
一
）大
冷
害
と
戦
乱

に
よ
り
、人
民
の
死
者
三
分
の
二
な
り『
立
川
寺
年
代

記
』

江
戸
時
代
―
こ
の
時
代
は
数
十
回
の
飢
饉
発
生
。と
く
に
享

保（
一
七
〇
〇
代
）天
明（
一
七
八
三
～
）天
保

（
一
八
三
〇
～
）の
そ
れ
は
三
大
飢
饉
と
さ
れ
る
。浅

間
山
大
爆
発
は
天
明
飢
饉
引
起
し
の
要
因
と
な
り
、

全
世
界
に
波
及
。

近
　
　 

代
―
明
治・
昭
和
の
初
期
に
発
生
し
た
が
、近
年
に
は
平
成

三
年
の
ピ
ナ
ツ
ボ
山（
フ
ィ
リ
ピ
ン
）の
大
噴
火
に
よ

り
同
五
年
に
冷
害
と
な
る
。稲
の
不
作
に
よ
り
外
国
米

を
輸
入
す
る
。飽
食
の
現
代
人
は
肝
に
銘
ず
べ
き
。
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